
子ども・子育て支援金分の
税率改定について

令和８年１月２７日（火）

松本市国保運営協議会資料
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（協議第１号）



「子ども・子育て支援金制度」の概要 ①

「子ども・子育て支援金」制度とは‥

こども未来戦略（令和5年12月22日閣議決定）の「加速化プラン」に盛り込まれた施策の一部を実行するために創設された

子育てを社会全体で支えるための制度です。

加入する医療保険料に併せて支援金を納めていただき、すべて法律で規定された子育て支援施策に活用されます。

１ 支援金が充てられる施策
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施策名 内容 開始時期

 児童手当の拡充  高校生世代まで給付延長、第３子以降増額、所得制限の撤廃  R6年10月

 妊婦のための支援給付  妊娠・出産時に合計10万円給付  R7年4月

 出生後休業支援給付  両親が育休取得した場合に手取り10割相当支給  R7年4月

 育児時短就業給付  育児中に時短勤務をする場合に時短勤務時の賃金の10%支給  R7年4月

 こども誰でも通園制度  保育所等に通っていない子どもの保護者が月10時間利用可能  R8年4月

 育児期間中の国民年金保険料免除  第１号被保険者の育児期間中の年金保険料免除  R8年10月



「子ども・子育て支援金制度」の概要 ②

３ 支援金の徴収
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○ 高齢者や企業を含めた全世代・全経済主体に納めていただきます。

○加入する医療保険制度（国民健康保険、後期高齢者医療保険、被用者保険（協会けんぽ・健保組合など））ごとに保険料が決められ、

令和8年度4月分から医療保険料と併せて納めていただきます。

○松本市の国民健康保険は、令和8年7月中旬にお送りする納税通知書で税額や納期限を通知します。

○「１．支援金が充てられる施策」の実施には、年３．６兆円程度の財源確保が必要となります。

社会保障の歳出改革（１．１兆円）と既定予算（１．５兆円）を活用した残額 １兆円に支援金が充てることとなり、国民健康保険の割り

当ては年額３，０００億円となりました。

○支援金制度は、令和８年度から１０年度にかけて段階的に増額し築いていきます。

国民健康保険の一人当たり支援金の平均月額（見込）は、令和8年度：２５０円、令和9年度：３００円、令和10年度以降：４００円です。

２ 支援金の意義

○支援金制度は実効性のある「少子化対策の推進」とされています。

○今後社会にとっては、①わが国の経済・社会システムや地域社会が維持、②国民皆保険制度の持続可能性を高めることができます。

○企業にとっても、①労働力の確保、②国内市場の維持が可能となります。

○支援を受け育った子ども達は成長し、やがて経済や社会保障、地域社会の担い手となって支えていくこととなります。

このことから、支援金制度は「新しい分かち合い・連携の仕組み」とされています。



国民健康保険税の算定 ①

１ 保険税の算定内訳

○国民健康保険には次の３種類あり、この合計額が税額となります。

・医療分 ：医療費の財源となるため被保険者全員が納めます。

・後期高齢者支援金分 ：後期高齢者医療制度を支えるために被保険者全員が納めます。

・介護分 ：４０歳以上６４歳未満の介護保険第２号被保険者の方が納めます。

・今回、ここに「子ども・子育て支援金」分が加わります。

○医療分、後期高齢者支援分及び介護分は、それぞれ次の３項目の積算となっています。

・所得割 ：前年の所得に乗じる割合です。

・均等割 ：被保険者１人当たりの年額です。

・平等割 ：１世帯当たりの年額です。

○医療分、後期高齢者支援分及び介護分は、それぞれ３項目合計の上限額が決められています。

☚ 今回、この部分を設定します

松本市の国民健康保険税率

区分 医療分 後期高齢者支援分 介護分 子ども・子育て支援分

　所得割 　　　　　　　　８．１０ ％ 　　　　　　　　３．２０ ％ 　　　　　　　　２．６０ ％ 　　　　　　　　　○.○ ％

　均等割 １８，８００ 円　 ６，５００ 円　 ６，４００ 円　 ○○ 円　

　平等割 ２１，７００ 円　 ７，４００ 円　 ６，７００ 円　 ○○ 円　

　１世帯当たり課税限度額 ６６ 万円　 ２６ 万円　 １７ 万円　 ３ 万円　

4



国民健康保険税の算定 ②

２ 保険税の軽減

○国民健康保険税の均等割には軽減があります。

① 低所得者に対して「７割・５割・２割」軽減があります。（下図 ）

② 未就学児に対しては、①のあと1/2軽減があります。（下図 ）

③ 「子ども・子育て支援金」では、子育て世帯の負担を減らすために１８歳以下（ただし高校生年代）の子どもの均等割額が１０割

軽減になります。（下図 ） ⇒１８歳以下の１０割軽減分は、１８歳以上（高校生年代除く）の被保険者に納めてもらいます。

国、県及び市の一般会計で負担

○平等割にも上記 ①の軽減があります。
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２ 支援金の税率案

○税率を決めるにあたり、応能割（所得割）と応益割（均等割＋平等割）の割合に着目し、次の３つの案を作成しました。

案 ① ：令和７年度賦課における医療給付費分の割合（現行）⇒ ６２：３８

案 ② ：松本市を除く県内１８市平均の割合 ⇒ ５５：４５

案 ③ ：長野県が示した標準的な割合 ⇒ ４９：５１

○上記を踏まえた税率案は次のとおりです。

１ 支援金の算定方法

「子ども・子育て支援金」の保険税率 ①

○皆さんから納めていただく支援金は、県へ納付する「子ども・子育て支援分の事業費納付金」の一部となります。

「子ども・子育て支援金」分の算定方法は

＠２５０円×12か月×被保険者数÷収納率（R6実績）

＝ @２５０円×12か月×３９，２１５人÷９４．７８％ ＝ １２４,１２４，287 円 ☚ この数値が賦課額の基準となります。
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※ 案①→案②→案③のように、応益割合が増える

ほど、低所得者に対する軽減分が一般会計から繰入

れられるため、必要となる保険税総額は抑制され、

１人当たりの調定額は減少します。

区分 案 ① 案 ② 案 ③

所得割　（％） 0.32 0.29 0.26

均等割　（円） 780 910 1,040

平等割　（円） 850 1,000 1,130

一人当たりの調定額　（円） 3,165 3,096 3,039

・ 県内の保険料水準統一に向け、急激な被保険者負担の増加を避けるため、段階的に応能割を引下げ、
応益割を引き上げることが必要です。
・ ただし、割合の見直しは医療分等の本体と併せて進めることとし、今回は、現行の医療分の割合である
案①で行いたいと考えています。



「子ども・子育て支援金」の税率 ②

２．モデル別の支援金額

７

（円）

(応能：応益)
案①
現行

(62：38)

案②
県内18市平均

(55：45)

案③
県標準

(49：51)

モデル①

所得割 960 870 780

均等割 390 455 520

平等割 425 500 565

計 1,775 1,825 1,865

モデル②

所得割 1,280 1,160 1,040

均等割 624 728 832

平等割 680 800 904

計 2,584 2,688 2,776

モデル③

所得割 3,584 3,248 2,912

均等割 1,560 1,820 2,080

平等割 850 1,000 1,130

計 5,994 6,068 6,122

所得割 4,608 4,176 3,744

均等割 1,560 1,820 2,080

平等割 850 1,000 1,130

計 7,018 6,996 6,954

モデル④

所得割 7,328 6,641 5,954

均等割 1,560 1,820 2,080

平等割 850 1,000 1,130

計 9,738 9,461 9,164

モデルケース

・年金所得 73万円 （R7 被保険者の平均年金所得）

　【５割軽減】

・給与所得 83万円 （R7 被保険者の平均給与所得）

　【２割軽減】

・給与所得 272万円(夫：272万円　妻：なし)

　【軽減なし】 （軽減適用の境界層）
 　※子２人の均等割なし

・年金所得 230万円

  【軽減なし】

 65歳単身世帯

 40歳単身世帯

 65歳夫婦世帯

 40歳子育て世帯 （小学生以上の子2人）

・年金所得 198万円(夫：101万円　妻：97万円)

　【軽減なし】 （軽減適用の境界層）



参考資料

8



（補足資料）

　　事業費納付金の財源について

3,165 円 3,096 円 3,039 円

(調定額)124,120千円×(収納率)94.78％
　
　　　　　　　　　　　　　　　　≒１１７，６４０

 応益割

 応能割

（千円）

 保険税

 ・ 保険税（応能割）

 ・ 保険税（応益割）

 一般会計繰入金（国・県補助あり）事業費納付金

143,230千円

案 ① 案 ② 案 ③

115,070 112,940

２5,590 ２8,160 ３0,290

７２，９４０ ６３，２９０ ５５，３４０

５１，７８０４４,７００ ５７，６００

応能 ： 応益

（％）

一人当たりの

調定額（資料P6）

62 ５５
５１

４９
４５３８

（現行 割合） （県内18市平均 割合） （長野県標準 割合）

@124,120千円÷39,215人 @1１９,1６0千円÷39,215人@1２１,４０0千円÷39,215人

応能割の引き下げ、応益割の引き上げにより

案①から案③につれて

⑴低所得者に対する軽減が増加することで

一般会計繰入金も増加

⑵事業費納付金として、保険税と一般会計繰入金

を合計した額を払うが

繰入金が増加する分、保険税の必要額が減少


